
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及
び
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

〇

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

〇

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

〇

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５
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〇

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
傷
病
者
等
」
と
は
、
昭
和
十
二
年
七
月
七
日

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
傷
病
者
等
」
と
は
、
昭
和
十
二
年
七
月
七
日

以
後
に
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
障
害
の
状
態
と
な
つ
た

以
後
に
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
障
害
の
状
態
と
な
つ
た

こ
と
を
事
由
と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ

こ
と
を
事
由
と
し
て
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
給
付
（
以
下
「
増
加
恩
給
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け

る
給
付
（
以
下
「
増
加
恩
給
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け

て
い
た
者
及
び
同
日
に
お
い
て
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け

て
い
た
者
及
び
同
日
に
お
い
て
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
同
日
に
お
い
て
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
、
恩

た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
同
日
に
お
い
て
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
、
恩

給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表

給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表

ノ
三
に
該
当
し
た
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と

ノ
三
に
該
当
し
た
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

が
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務

一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務

に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該

に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該

当
し
た
も
の
を
除
く
。

当
し
た
も
の
を
除
く
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
特
別
給
付
金
の
支
給
及
び
権
利
の
裁
定
）

（
特
別
給
付
金
の
支
給
及
び
権
利
の
裁
定
）

第
三
条

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届
出

第
三
条

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届
出

を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ

を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ

る
者
を
含
み
、
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の

る
者
を
含
み
、
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の

事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
同
日
に
お
い
て
日
本

事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
同
日
に
お
い
て
日
本

の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
支
給
し
な
い
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
支
給
し
な
い
。

一

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

一

平
成
二
十
三
年
四
月
二
日
以
後
同
年
十
月
一
日
前
に
日
本
の
国
籍
を
失
つ

六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

た
者
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に
お
い
て
支
払
期
日
の
到
来
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の

交
付
を
受
け
た
者
（
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
含
む
。
）

（
削
る
）

二

前
号
の
期
間
内
に
離
婚
（
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
離
婚

し
た
と
同
様
の
事
情
に
入
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ

り
当
該
戦
傷
病
者
等
と
の
婚
姻
を
解
消
し
、
又
は
当
該
婚
姻
の
取
消
し
を
し

た
者

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
の

三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
に
お
い
て
そ
の

刑
の
執
行
を
終
わ
ら
ず
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
て
い
な
い

刑
の
執
行
を
終
わ
ら
ず
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
て
い
な
い

者
（
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
で
同
日
に
お
い
て
そ
の
言
渡
し

者
（
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
で
同
日
に
お
い
て
そ
の
言
渡
し

を
取
り
消
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）

を
取
り
消
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）

（
削
る
）

四

当
該
戦
傷
病
者
等
が
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
死
亡
後
同
日
前
に
婚
姻
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
入
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
、
又

は
当
該
戦
傷
病
者
等
の
父
母
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
の
養
子
と

な
つ
た
者

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

（
国
債
の
発
行
の
日
）

（
国
債
の
発
行
の
日
）

２

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一

２

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一

日
と
す
る
。

日
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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〇

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
傷
病
者
等
」
と
は
、
昭
和
十
二
年
七
月
七
日

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
傷
病
者
等
」
と
は
、
昭
和
十
二
年
七
月
七
日

以
後
に
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
障
害
の
状
態
と
な
つ
た

以
後
に
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
障
害
の
状
態
と
な
つ
た

こ
と
を
事
由
と
し
て
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ

こ
と
を
事
由
と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
給
付
（
以
下
「
増
加
恩
給
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け

る
給
付
（
以
下
「
増
加
恩
給
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け

て
い
た
者
及
び
同
日
に
お
い
て
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け

て
い
た
者
及
び
同
日
に
お
い
て
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
同
日
に
お
い
て
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
、
恩

た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
同
日
に
お
い
て
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
、
恩

給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表

給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表

ノ
三
に
該
当
し
た
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と

ノ
三
に
該
当
し
た
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十

が
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務

一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務

に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該

に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該

当
し
た
も
の
を
除
く
。

当
し
た
も
の
を
除
く
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
特
別
給
付
金
の
支
給
及
び
権
利
の
裁
定
）

（
特
別
給
付
金
の
支
給
及
び
権
利
の
裁
定
）

第
三
条

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届
出

第
三
条

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届
出

を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ

を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ

る
者
を
含
み
、
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の

る
者
を
含
み
、
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の

事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
同
日
に
お
い
て
日
本

事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
同
日
に
お
い
て
日
本

の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
支
給
し
な
い
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
支
給
し
な
い
。

一

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

一

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
（
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日

六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
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に
お
い
て
支
払
期
日
の
到
来
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の

に
お
い
て
支
払
期
日
の
到
来
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の

交
付
を
受
け
た
者
（
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
含
む
。
）

交
付
を
受
け
た
者
（
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
含
む
。
）

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
の

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
の

刑
の
執
行
を
終
わ
ら
ず
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
て
い
な
い

刑
の
執
行
を
終
わ
ら
ず
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
て
い
な
い

者
（
刑
の
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く
。
）

者
（
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
で
同
日
に
お
い
て
そ
の
言
渡
し

を
取
り
消
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

（
国
債
の
発
行
の
日
）

（
国
債
の
発
行
の
日
）

２

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
平
成
三
十
三
年
十
月
一

２

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一

日
と
す
る
。

日
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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〇

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

66

66

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

（
新
設
）

67

死
亡
し
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及
び
戦
没
者
等
の

妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年

法
律
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七

日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を

適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含

む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を

受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十

八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利

を
有
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死

（
新
設
）

68

亡
し
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給

付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月

七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定

を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を

含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金

を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
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第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平

成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け

る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死

（
新
設
）

69

亡
し
た
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に

対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭

和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え

て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者

等
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第

九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五

号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条

第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た

こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
と
み

な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死

（
新
設
）

70

亡
し
た
平
成
十
三
年
法
律
第
十
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対

す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和

十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て

同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等

と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九

十
五
号
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号

に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第

一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ

と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な

す
。
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平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死

（
新
設
）

71

亡
し
た
平
成
八
年
法
律
第
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す

る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十

二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同

条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と

な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十

五
号
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に

よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一

項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と

に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す

。
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死

（
新
設
）

72

亡
し
た
平
成
三
年
法
律
第
五
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対

す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和

十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て

同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等

と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九

十
五
号
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号

に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第

一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ

と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な

す
。平

成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死

（
新
設
）

73

亡
し
た
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
三
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻

に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
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の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を

含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻

に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利

を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一

日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死

（
新
設
）

74

亡
し
た
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻

に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻

の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を

含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻

に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利

を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一

日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死

（
新
設
）

75

亡
し
た
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
二
十
二
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻

に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
又
は

昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す

る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「

昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し

た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し

て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と

し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た

者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
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第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第

六
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

（
略
）

（
略
）

76

67


